
 

 

東京ナイトタイム魅力創出プロジェクト実行委員会 

（令和７年度第３回） 

議 事 次 第 

 

 

                                    日 時：令和７年９月 19 日（金） 

                                     場 所：書面開催 

 

１ 開 会 

２ 議 事 

  議案１ 共催協定の締結について 

 

【配布資料】 

・実行委員会委員名簿 

 

＜議案１＞ 

・資料１ 東京ナイトタイム魅力創出プロジェクトの実施に関する共催協定書 



東京ナイトタイム魅力創出プロジェクト実行委員会 委員名簿          

令和７年９月１９日現在

委員長 前田　千歳 東京都　産業労働局観光振興担当部長

委員 橋本　一朗 公益財団法人東京観光財団　常務理事

委員 神崎　章 新宿区文化観光産業部文化観光課長

委員 伴野　琢也 一般社団法人新宿副都心エリア環境改善委員会　事務局

委員 大山　真帆子 一般社団法人新宿観光振興協会　事務局長



東京ナイトタイム魅力創出プロジェクトの実施に関する共催協定書 

 

 東京都を甲とし、東京ナイトタイム魅力創出プロジェクト実行委員会を乙として、甲

乙間において、次の条項により協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

第１条 甲及び乙は、別紙「事業計画」により東京ナイトタイム魅力創出プロジェクト

（以下「イベント」という。）を共同で開催する。 

 

第２条 本協定の期間は、協定締結の日から令和８年３月 31 日までとする。 

 

第３条 本イベントにおける甲及び乙の業務分担及び経費負担は、別途「東京ナイトタ

イム魅力創出プロジェクトの実施に関する協定書」において定めるところとする。 

 

第４条 甲及び乙が第１条に定めるイベントの内容及び本イベントを中止する必要が生

じた場合には、甲乙間において協議するものとする。 

 

第５条 次の各号のいずれかに該当する場合は、甲又は乙は本協定を任意に解除するこ

とができる。 

（１）甲又は乙が本協定の各条項に著しく違反したとき 

（２）甲において、公益上の見地から本イベントを中止する必要が生じたとき 

（３）乙に本イベントの執行上、甲の共催者としてふさわしくない行為があったとき 

（４）荒天・天変地異その他の予測し得ない事由によりやむを得ず中止する場合 

 

２ 甲及び乙は、前項各号の規定に基づき、本協定を解除したため本協定の相手方に損

害が生じても、その賠償の責めを負わない。 

 

第６条  乙は、甲の共催名義を入れて印刷物を作成する場合は、事前に原稿を甲に提出

し、甲の承認を得るものとする。 

 

第７条 本協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項

については、甲及び乙はその都度誠意をもって協議を行い、これを決定するものとす

る。 

 

 本協定締結の証として甲及び乙は、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、

その１通を保有する。 

 

令和７年  月  日 

 

       東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

   甲   東京都 

       東京都知事           小池 百合子 

 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

   乙   東京ナイトタイム魅力創出プロジェクト実行委員会 

       委員長            前田 千歳 

資料１ 



別紙 

東京ナイトタイム魅力創出プロジェクト事業計画（イベント内容） 
 

１ 事業名称 

東京ナイトタイム魅力創出プロジェクト 

 

２ 目的 

本事業は、東京都におけるナイトタイム観光活性化に向けたイベントを開催すると

ともに、周辺エリアにおける賑わい創出につながる取組を実施するものである。これに

より、東京の魅力を国内外へ強力に発信し、誘客拡大を図るとともに、観光都市として

の優位性・競争力を一層高めることを目的とする。 

 

３ 主催 

東京ナイトタイム魅力創出プロジェクト実行委員会 

 

４ 共催 

東京都 

   

５ イベント名称 

イベント総称 「TOKYO NIGHTTIME PROJECT」 

・西新宿エリア賑わい創出の取組 「Shinjuku Neon Walk」 

・年越しカウントダウンイベント 「Happy New Year Tokyo 2026」 

 

６ イベント概要 

本イベント「TOKYO NIGHTTIME PROJECT」は、「Shinjuku Neon Walk」と「Happy 

New Year Tokyo 2026」の２項目で構成される。各項目の概要は以下ア～イのとおり。 

 

ア 西新宿エリア賑わい創出の取組（ Shinjuku Neon Walk） 

（１）実施時期 

令和７年 11 月 27 日（木曜日）から令和８年１月７日（水曜日）まで 

（２）実施内容 

西新宿エリアにおける年末時期にかけての賑わい創出のイベントの企画、実施 

・４号街路でのライトアップ等の演出 

・キッチンカーの出展 

・周辺施設と連動したデジタルスタンプラリーの開催 

（３）開催場所 

西新宿周辺エリア（４号街路、周辺施設・店舗等） 

 



イ 年越しカウントダウンイベント（Happy New Year Tokyo 2026） 

（１）実施時期 

令和７年 12 月 31 日（水曜日）22 時から 24 時 10 分頃まで 

（２）実施内容 

  伝統と革新をテーマにプロジェクションマッピングを活かした東京ならではのカウ

ントダウンイベントの企画、実施 

  ・音楽ライブやダンス、常設プロジェクションマッピングメドレー 

  ・カウントダウンセレモニー 

  ・キッチンカーの出展 

（３）開催場所 

  メイン会場：都民広場 

  サテライト会場：都庁通り、新宿住友ビル前歩道 

（４）参加予定者数 

  メイン会場：約 2,000 名 

  サテライト会場：約 1,600 名 

 

 


